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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本内外航空株式会社所属セスナ式４０２Ｂ型ＪＡ５１９８は、昭和５４年６月９日、旅客輸 

送のため、機長、同乗者１名及び旅客７名が搭乗し、１４時００分ごろ喜界空港に着陸滑走中、 

左主脚が引込み、左主翼下面を接地したまま逸走して停止し、中破した。

本事故による火災は発生せず、人員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５４年６月１０日～１３日　現場調査

昭和５４年１１月６日　残がい調査

昭和５５年１月２９日　左主脚の作動試験

昭和５５年５月２９日～１１月１１日　左主脚トルクチューブの破面詳細調査

昭和５６年２月２日～８月３日　左主脚機構模型製作及び破損解析



１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５６年９月５日　意見聴取

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ５１９８は、昭和５４年６月９日、旅客輸送のため、奄美大島と喜界島との間を１往復し 

た。同機は、２回目の飛行として機長（前席左）、同乗者（前席右、有資格操縦士）１名及び 

旅客７名が搭乗し、１３時４６分ごろ、奄美空港から喜界空港に向け離陸した。

１３時５２分ごろ、機長は、喜界空港の滑走路０７に着陸のため、高度１，２００フィートでエ 

ンジン吸気圧を２０in・Hgに絞り、フラップを１５度、対気速度を約１４０マイル／時にして、 

脚下げ操作を行ったところ、脚位置警報灯（以下「レッドライト」という。）が点灯したまま 

であり、左主脚の脚位置指示灯（以下「グリーンライト」という。）のみが点灯しなかった。

このため、機長は、着陸を断念し、ベースレグ付近で、３～４回旋回しながら脚下げの操作 

を数回試みたが、依然としてレッドライトは点灯しており、左主脚のグリーンライトのみは点 

灯しなかった。

続いて、機長は、非常脚下げ装置による脚下げ操作を行うこととし、ランデングギヤアクチ 

ュエータのサーキットブレーカをオフにし、ランデングギヤレバーを中立にした後、同乗者に 

対し非常脚下げを指示した。

同乗者は、直ちにハンドクランクにより脚下げ操作を行ったところ、機長及び同乗者は、レ 

ッドライトが消灯し、前脚及び左右主脚のグリーンライトが点灯したのを視認した。

続いて、機長は、No.１エンジンのスロットルをアイドル近くまで絞り、ランデングギヤウ 

ォーニングホーンの点検を行ったところ、ホーンは鳴らなかったので、そのまま通常の着陸操 

作により滑走路０７に進入を開始した。

最終進入の時点で、同機は、フラップを４５度下げとし、１３時５９分ごろ、滑走路０７の 

末端から約２２５メートルの滑走路中心線上に、左右主車輪がほぼ同時に接地した。

その後、同機は、滑走路０７の末端から約３１７メートル滑走した地点で、機体が徐々に左 

に傾きかけたため、機長は、左主脚機構に故障が起きたものと判断し、同機の水平姿勢の保持 

及び左への偏向の阻止に努めるとともに、左右エンジンのミックスチャレバーをカットオフ、 

イグニッション及びマスタスイッチをオフ、次いでフラップ開度を１５度とするなどの措置を



とった。

同機は、その後、滑走路中心線左側に、左側プロペラブレード、左側フラップ後縁、左主脚 

ドアーの順に接地して左へ偏向し、滑走路０７の末端から約５２８メートルの地点で滑走路を 

逸脱した。

同機は、左主翼端の下面、前車輪及び右主車輪で芝地を逸走した後、１４時００分ごろ、滑 

走路０７の末端から約５５７メートルの同滑走路の左側芝地に、機首方位約３５０度で停止した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
搭乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　０　０

軽傷　０　０　０

なし　１　８

２．３　航空機の損壊の程度

中破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和１８年３月５日生

事業用操縦士技能証明書　第２１６２号

昭和４２年７月３日取得

限定事項飛行機陸上単発、陸上多発

第1種航空身体検査証明書　第１１４２０８３６号

有効期間　昭和５３年７月１２日から昭和５４年７月１１日まで

総飛行期間　８，６７５時間５０分

同型式による飛行時間　２００時間０７分



最近３０日間の飛行時間　５４時間１１分

２．６　航空機に関する情報

型式　セスナ式４０２Ｂ型

製造番号　第４０２Ｂ０３６４号

製造年月日　昭和４８年４月１６日

耐空証明書番号　第大‐５３‐４１２号

有効期間　昭和５４年３月６日から昭和５５年３月５日まで、

総飛行時間　１，７３９時間５０分

前回点検（１，４００時間）後の飛行時間　３４０時間４７分

重量及び重心位置

事故発生当時の重量は約６，１９０ポンド、重心位置は１５８．８インチと推算され、いずれも許 

容範囲（６，３００ポンドにおいて１５０．７～１５９．７インチ）内にあった。

燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はエアロシェル８０で、いずれも規格品であった。

脚機構に関する経歴

左主脚トルクチューブ　Ｐ／Ｎ　５０４５０１０‐１９

使用時間　１，７３９時間５０分

２．７　気象に関する情報

喜界空港における事故当時の気象状況は、機長の口述によれば、天気晴、風向約１２０度、

風速７～１０ノット、視程１０キロメートル以上であった。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

左主翼　翼端下面及びフラップ後縁部擦過損傷

左主脚ホイルドア　損傷

左主脚トルクチューブ　フォークボルトスリーブの溶接部位が亀裂損傷（写真１及び２参

照）

左プロペラブレード　３枚とも先端が擦過損傷し、後方へ湾曲



２．９　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報 

同機が停止後、同乗者により直ちに客室ドアが開かれ、旅客は機外へ脱出した。

２．１０　その他必要な事項

２．１０．１　同機の着陸装置は、付図１のとおりであり、各脚は、１個の電気駆動式のランデン 

グギヤアクチュエータ（以下「アクチュエータ」という。）によって作動し、脚上げ位置 

及び脚下げ位置に各々ロック機構を装備している。

また、非常脚下げ装置としては、左操縦席右下側にあるハンドクランクを操作すること 

により、機械的に全脚のアップロック状態を解除し、脚下げを行うことができる。

２．１０．２　同機の脚位置指示系統には、操縦室計器盤中央付近に、グリーンライトが３個、レ 

ッドライトが１個の計４個が装備されている。

グリーンライトは、脚のダウンロック時に点灯、ダウンロックが解除された時点で消灯 

し、レッドライトは、脚がダウンロックまたはアップロック以外の位置にある時に点灯する。

２．１０．３　左主脚トルクチューブ及びスリーブ

トルクチューブは、クロム鋼製で外径約５１ミリメートル、肉厚約１．３ミリメートル、 

スリーブは、外径約２３ミリメートル、肉厚約１．９ミリメートルで、それぞれ中空円筒の 

形状をなしている。

２．１０．４　主脚機構の作動（付図２及び３参照）

(1)　脚上げ時における左主脚機構の作動は、付図２に示す状態から脚上げ操作により、ア 

クチュエータがこれに結合された電気モータにより回転し、インボード及びアウトボー 

ドドライブチューブを図示の脚上げ方向へ引張る。このため、トルクチューブは、同チュ 

ーブの回転軸（写真１参照）を中心として反時計方向に回転し、プッシュプルチューブ 

を左方向へ押し、次いでベルクランクは、脚柱のベルクランク取付ボルトを中心に反時 

計方向へ回転する。次いで、ベルクランクとサイドブレースロックリンクの連結部が右 

方向に屈曲を始め、同時に同部に取り付けられているダウンインジケータスイッチを作 

動させ、脚のグリーンライト回路がオフ、レッド回路がオンとなるとともにアッパサイ 

ドリンクとロアーサイドリンクの連結部が左上方向に屈曲し、同部位のオーバセンタロ 

ックを解除する。

この時点で、主脚柱は、脚柱の機体側取付ボルトを中心に脚上げ方向へ作動し、脚柱 

がほぼ水平状態となった位置でアップロックアームが脚柱のアップロックボルトをかか 

え込んでアップロックが完了し、アクチュエータに取り付けられているアップリミット



スイッチが作動し、レッドライト回路がオフとなる。

(2)　脚下げの場合は、脚下げ操作により、アクチュエータが作動し始めるとアクチュエー 

タに取り付けられているアップリミットスイッチが作動し、レッドライトがオンとなり、 

左主脚トルクチューブを時計方向に回転させ、プッシュプルチューブが右方向へ引かれ 

てアップロックが外れ、左脚柱は脚下げ方向に作動する。次いでアッパサイドリンクと 

ロアーサイドリンクの連結部がオーバセンタとなり、続いてベルクランクとサイドブレ 

ースロックリンクの連結部がオーバセンタした時点で同部位のダウンインジケータスイ 

ッチが作動し、レッドライトがオフ、グリーンライトがオンとなり、脚下げが完了する。

２．１０．５　機長の口述によれば、同機は事故の前日、奄美大島及び喜界島の間を往復しており、 

喜界空港の着陸前において、機長が脚下げ操作を行った際、左主脚のグリーンライトが点 

灯しなかったという不具合が発生し、この時は、急旋回等による慣性力で脚がダウンロッ 

クされ、左主脚のグリーンライトの点灯を確認後、異常なく着陸している。その後の帰路 

において、機長が喜界空港を離陸し脚上げ操作を行った際、脚の作動時間が通常よりも 

やや長いように感じたため脚の作動試験を行ったが異常はなく、グリーンライト及びレッ 

ドライトにも異常はなかったが、上記奄美大島から喜界島への飛行において、グリーンラ 

イトに一時的な不具合があったことから、同機が奄美空港に着陸後、ダウンインジケータ 

スイッチの点検等が行われた。

次いで事故当日、同機は、１回目の飛行として奄美大島及び喜界島の間を１往復し、そ 

の間奄美大島への帰路において脚の作動試験を実施し、異常なく着陸している。

２．１１　事実を認定するための試験及び研究

事故後、現地において同機をジャッキアップし不具合が発生した左主脚機構の点検を実施し 

たところ、同脚トルクチューブとフォークボルトの溶接部及びその付近に写真１及び２に示す 

亀裂による損傷が発見された。

このため、左主脚を不作動とし、前脚及び右主脚のみについて、機上及び地上電源並びに手 

動により脚の作動試験を実施した結果、いづれも両脚の作動及びグリーンライト、レッドライ 

トの点灯に異常はなかった。



３　事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

３．１．１　事故機を調布場外離着陸場へ搬入し、脚機構を正規に組立調整した後、左主脚トル 

クチューブを、破損した当該チューブに取りかえ、同トルクチューブに発生した亀裂が脚 

下げ時に及ぼす影響について調査を実施した結果は、次のとおりであった。

脚下げが開始されると、左主脚のトルクチューブは、時計方向に回転し、プッシュプル 

チューブが右方向、即ち亀裂開口部が拡がる方向へ引かれるが、この過程で、当該開口部 

が大きく拡がることはなかったのは、脚の自重により同脚機構にかかる荷重が軽減されて 

いたことによるものと推定され、脚下げの最終行程において当該開口部が大きく開いた 

（約５．５ミリメートル）のは、同脚機構をダウンロックさせるために大きな荷重が作用し、 

ダウンロックに不利な影響を与えたものと推定される。

３．１．２　左主脚トルクチューブの材質について、Ｘ線分析装置により観察を行った結果、ク 

ローム鋼と推定された。

３．１．３　破損した左主脚トルクチューブの内部には腐食が見られた。同チューブとフォーク 

ボルトスリーブの溶接部（上下２個所）の亀裂破面について、金属顕微鏡等で巨視的観察 

を行った結果、同チューブと同スリーブの溶接部（フォークボルトが両振り曲げ荷重を受 

ける面。写真２、Ｏ部参照）にビード（溶接個所にできた溶着金属の細長い波形の帯） 

の外周に沿って平たんでなめらかな領域が認められた。

当該部位を走査形電子顕微鏡により微視的観察を行った結果、破面は、２次損傷により 

押しつぶされた様相を呈していたが、ディンプルはほとんど見受けられないので、これは 

高応力低サイクル疲労による破面と推定される。

同チューブのその他の亀裂破面は、すべて等軸または長径ディンプルの様相を呈してお 

り、過荷重によって破壊したものと推定される。

３．２　解析

３．２．１　調査の結果、ＪＡ５１９８は、事故発生まで左主脚の脚機構を除き、不具合はなかっ 

たものと推定される。

３．２．２　事故の前日の飛行において、同機の左主脚のグリーンライトが点灯しないという不  

具合があったが、これは、左主脚のアッパサイドリンクとロアーサイドリンクの連結部が 

完全に屈曲せず、同部位がオーバセンタロック位置にならなかったため、ダウンインジケ



ータスイッチ（ロアーサイドリンクの下端に連結されたサイドブレースロックリンクに取 

り付けられている）の接点がベルクランク（アーム）により十分に押しきれなかったこと 

によるものと考えられる。

３．２．３　事故前日、同機の飛行終了後、地上において機体をジャッキアップすることなく左 

主脚作動機構の目視点検及びダウンインジケータスイッチの接点の点検が行われているが 、 

左トルクチューブの亀裂が見つけにくい個所に発生していたことから、この時点では同機 

の左主脚の異常について確認するに至らなかったものと推定される。

３．２．４　事故当日の同機の１回目の往復飛行において、事故前日に左主脚のグリンライト 

が点灯しなかったという不具合を確認するため、空中において脚の作動試験を実施してい 

るが異常は認められていない。このことから、事故の前日の飛行において、同機の左主脚 

のグリーンライトが点灯しなかったという不具合については、同機の機長及び整備士がダ 

ウンインジケータスイッチの内部に一時的な不具合により発生したことによるものと判断 

したものと考えられる。

３．２．５　左主脚トルクチューブの破面解析の結果、同チューブの破壊は、同チューブとスリ 

-ブの溶接個所に高応力低サイクル疲労により生じた亀裂が進展したことによるものと推 

定され、当該亀裂は、事故発生以前において既に発生していたことが考えられる。

この亀裂発生の初期の段階では、亀裂の開口度は少なく、脚作動に及ぼす影響は少なか 

ったものと考えられるが、亀裂が進むに従いその開口度は徐々に拡大され、段階的に脚作 

動に悪影響を及ぼすところとなったものと推定される。

３．２．６　事故当日、同機が非常脚下げの操作を行った際には、左主脚トルクチューブの亀裂 

はさらに進展していたことが考えられ、アッパサイドリンクとロアーサイドリンクの連結 

部がオーバセンタロック位置に達しなかったものと推定される。

３．２．７　その後、同機の左主脚機構が脚下げ位置に停止している状態で、かつサイドリンク 

がオーバセンタロック位置に達していない状態で着陸したことから、左主脚が接地の地面 

反力により脚上げ方向へ折れこみ、その際、トルクチューブのフォークボルトに過大な引 

張り荷重が一気に作用し、同チューブを破壊させたものと推定される。

３．２．８　事故当日、同機が非常脚下げ操作を行った際、レッドライト及びグリーンライトの 

作動に異常がなかったと口述しているが、調査の結果、脚機構及び脚の電気系統から見て、 

左主脚のサイドリンクがオーバセンタロック位置の状態でダウンインジケータスイッチの 

作動が正常であるならば、レッドライトが消灯しグリーンライトが点灯して脚が折れこむ 

ことは考えられない。



４　結論

(1)　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ５１９８は、有効な耐空証明を有しており、事故発生まで左主脚の脚機構を除き不具合 

はなかったものと推定される。

(3)　事故当時の気象状況は、事故の発生に関連はなかったものと認められる。

(4)　事故の前日の飛行において、同機の左主脚のグリーンライトが点灯しなかったという不具 

合は、アッパとロアーサイドリンクがオーバセンタロック位置にならなかったことに起因し  

て、ダウンインジケータスイッチが十分に働かなかったことによるものと考えられる。

(5)　事故前日の同機の飛行終了後、機体をジャッキアップすることなく左主脚機構等の外部点 

検が行われたが、異常の個所については確認するに至らなかったものと推定される。

(6)　前項の点検結果及び事故当日の同機の１回目の往復飛行で脚の作動試験を行い、異常のな 

かったことから、機長が、事故前日の飛行での左主脚グリーンライトの不具合は、ダウンイ 

ンジケータスイッチ内部の一時的な不具合により発生したことによるものと判断したことが 

考えられる。

(7)　同機の左主脚トルクチューブの亀裂は、その一部の疲労亀裂が事故発生以前に既に発生し 

ており、その後さらに進展したことが考えられ、事故当日、同機が非常脚下げを行った際に 

は、アッパとロアーサイドリンクの連結部がオーバセンタロック位置に達しなかったものと 

推定される。

(8)　前項の状態で着陸接地したことから、左主脚が脚上げ方向へ折れこみ、その際、フォーク 

ボルトに過大な引張り荷重が一気に作用し、トルクチューブを破壊させたものと推定され 

る。

(9)　事故当日、同機が非常脚下げ操作を行った際、左主脚のサイドリンクがオーバセンタロッ 

ク位置の状態で、ダウンインジケータスイッチの作動が正常であるならば、レッドライトが 

消灯しグリーンライトが点灯して脚が折れこむことは考えられない。

原因

本事故は、同機の左主脚トルクチューブとスリーブの溶接部が疲労亀裂を生じていたため、 

脚下げ操作の際、サイドリンクがオーバセンタロック位置に達しない状態で着陸し、左主脚が 

折れこんだことによるものと推定される。

なお、亀裂を発見できなかったのは、当該部位の点検整備が十分でなかったことが考えられる。



付図１

着陸装置配備図



付図２

主脚作動機構 

（機体後方からの図）



付図３

左主脚機構



写真１　破損したトルクチューブ

写真２　破損したトルクチューブ（拡大）


